
 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の
ルートにより避難を実施

UPZ内から避難先施設までの主な経路（長島町）

避難元地区
・田尻地区
・火ノ浦地区
・汐見地区
・潟地区

・広野地区

避難先：長島町内
鷹巣小学校
総合町民体育館
鷹巣中学校

ＵＰＺ
81

【田尻・火ノ浦・汐見・潟・広野地区
の避難経路②】
国道389号→県道379号

【田尻・火ノ浦地区の避難経路①】
国道389号→県道47号

【汐見・潟・広野地区の主な避難経路①】
町道山門野汐見線→県道47号

389

379

４７



UPZ内における離島（鹿児島県甑島）の防護措置
こしきしま

中甑港
なかこしき

UPZ

平良港
たい ら

上甑港
かみこしき

PAZ

UPZ

さと

平良港
たい ら

中甑港
なかこしき

里港

上甑港
かみこしき

長浜港
なが はま

里港
さと

上甑島（UPZ内）
人口：1,346人

かみ こしき しま

薩摩川内市災害対策本部
さつ ま せん だい

 鹿児島県は、PAZ内の避難の実施に合わせ、屋内退避の実施やOILに基づく防護措置の準備を行うこととし、UPZ外の住民
に対し、必要に応じて、屋内避難を行う可能性がある旨の注意喚起を行うとともに、本土への避難の検討を行う。

 避難の際は、自家用の漁船・遊漁船・プレジャーボート等の利用又は県が薩摩川内市からの依頼に基づき、第十管区海上
保安本部、自衛隊、フェリー及び高速船の運航者等に要請し、手配した船舶等により避難を行う。

 本土の港への移動後は、県、薩摩川内市等が準備した車両等により避難を行う。

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請

避難経路：
（島内）港→［船舶移動（自家用船舶、県が手配した船舶等） ］
→（本土）港→［県、薩摩川内市等が準備した車両等］→避難所

上甑地区

里地区
さと

かみこしき

●：港
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里村ヘリポート

上甑ヘリポート

鹿島救急用
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

下甑救急用
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 下甑分屯基地

第2ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

里村ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

上甑ﾍﾘﾎﾟｰﾄ



暴風雨や台風時におけるUPZ内の防護措置

 暴風雨や台風時など、気象庁から特別警報等が発令された場合には、外出を控える等

の安全確保を優先する必要があるため、天候が回復するなど、安全が確保されるまでは、

屋内退避を優先。

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施 。

住民等

施設敷地
緊急事態

警戒
事態

全面緊急事態

天候回復

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

避難先屋内退避準備

一時集合
場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

暴風雨や台風時など（気象庁における特別警報等の発令）
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※ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しない
ようにレインコート等を着用したり、放射性物質を体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。

※



自然災害等（地震※1）により屋内退避が困難となる場合の基本フロー

 地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等に避

難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示が出ている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害が

更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を 優先することが重要。

このことから、市町にて開設するUPZ内の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ速やかに避難を行う※２ 。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び鹿児島県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や

避難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等について、確認・調整等を行う。

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態

全面緊急事態（屋内退避指示）

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の指定
避難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

鹿児島県内外避難先

・原子力災害時に備え、あ
らかじめ設定している鹿
児島県内外避難先

県内外避難先：Ｐ●●参照

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

※１ 津波災害時や大雨による土砂災害時においても基本的には同様のフローとなる。

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

※２ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を
着用したり、放射性物質を体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。
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UPZ内の一時移転に必要となる輸送能力の確保

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

UPZ内で一時移転の対象となる区域はその一部に留まることが想定され、また、一時移転は1週間程度内に実施する。
一時移転が必要となった場合の輸送能力の確保については、

 鹿児島県が、災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関する協定に基づき、県内のﾊﾞｽ会社から必要となる輸
送手段を調達

 鹿児島県内の輸送手段では不足する場合、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段を調達

 鹿児島県が確保した輸送手段で対応できない場合、原子力災害対策本部からの依頼に基づき、国土交通省が関
係団体、関係事業者に対し、協力を要請により必要な輸送能力を確保する。

九州・山口9県災害時応援協定
（平成23年10月31日）

【対象】
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県

【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保

⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

協力事業者 保有台数（台）

３３社 約１，５００

隣接県（熊本県・宮崎県）
指定地方公共機関（バス会社）

保有台数：約２，５００台

災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定（平成27年6月26日）
【対象】

公益財団法人鹿児島県バス協会
【協力内容】

①被災者（滞留者を含む。）及び救援者等の輸送業務
②ボランティアの輸送業務
③災害応急対策の実施のために必要な人員及び携行する

資機材等の輸送業務
④その他必要なバスによる支援業務
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他の地方公共団体からの応援計画

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、鹿児島県に対す
る関係地方公共団体からの支援策として、7つの応援協定を締結。

㋒全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（平成24年5月18日）

【応援内容】

①人的支援及び斡旋
・救助及び応急復旧等に必要な要員
・避難所の運営支援に必要な要員
・支援物資の管理等に必要な要員
・行政機能の補完に必要な要員
・応急危険度判定士、ｹｰｽﾜｰｶｰ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
斡旋

②物的支援及び斡旋
・食料、飲料水及びその他生活必需物資
・応急復旧に必要な資機材及び物資
・救援及び救助活動に必要な車両、船艇等

③施設又は業務の提供及び斡旋
・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる情報収集
・傷病者の受入れのための医療機関
・被災者を一時収容するための施設
・火葬場、ｺﾞﾐ・し尿処理業務
・仮設住宅用地
・輸送路の確保並びに物資調達及び輸送調
整の支援

④その他特に要請のあったもの

㋑災害時における鹿児島県・岐阜県相互応援協定
（平成23年11月7日）

【応援内容】

①必要な物資、資機材等の提供
②職員の派遣
③被災者の受入れに必要な避難・収容施設及び住宅の提供
④その他災害応急措置及び災害復旧対策に必要な事項

㋑鹿児島県と静岡県との災害時の相互応援等に関す
る協定（平成23年11月14日）

【応援内容】

①災害応急対策を行う職員の派遣
②避難所や災害対策本部等で必要となる物資の調達及び配送
③その他被災県が要請した措置

㋑関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相
互応援に関する協定（平成23年10月31日）

【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌
山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市）、九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐九州地方における大規模な災害時の応
援に関する協定（平成23年2月28日）

【対象】

国土交通省九州地方整備局、鹿児島県土木部
【応援内容】

①施設の被害状況の把握
②情報連絡網の構築
③現地情報連絡員の派遣
④災害応急措置
⑤その他必要と認められる事項

㋐九州・山口9県災害時応援協定
（平成23年10月31日）

【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐ ㋑ ㋒

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）

【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新
潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根
県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】

①原子力防災資機材の提供
・緊急時モニタリング資機材
・原子力防災活動資機材
・緊急時医療資機材

②職員の派遣
・緊急時モニタリング関係職員
・緊急時医療関係職員
・その他災害対策関係職員
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7．放射線防護資機材、物資、
燃料備蓄・供給体制
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備蓄拠点 対象施設数

薩摩川内市 1

医療機関 1

社会福祉施設 6

小中学校・保育園 6

合 計 14

PAZ内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄体制

 鹿児島県は、薩摩川内市のほか、PAZ内の医療機関・社会福祉施設・教育機関（小中学校、保育所）に、避
難誘導や避難行動支援などを行う要員のための個人線量計等の放射線防護資機材を備蓄。

 緊急時には、放射線防護資機材を運転者、避難誘導者に配布し、万一に備え避難搬送時に携帯。
 平時にはこれらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。併せて、関係者向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布。

放射線防護対策施設（7ヶ所）への
放射線防護資機材の搬送は、
市災害対策本部設置時に実施

医療機関・社会福祉施設
（7施設）

施設管理者、避難誘導者
向けに備蓄

小中学校・保育所（6施設）
施設管理者、避難誘導者

向けに備蓄

さつ ま せん だい し

さつ ま せんだい し

個人線量計

サーベイメータ

サーベイメータ
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タイベックの写真に差替

施設名
しせつめい




